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人 人

8.4 10 増加 10.7 2 減少

人 6.7 ％増 人 11.7 ％減

人 11.1 ％増 人 9.1 ％減

・ 34歳以下の若年者の申込状況

10.5 ％減

・ 60歳以上の高齢者の申込状況

2.4 ％減

等

1.45 倍 0.03 （全国 13

1.22 倍 0.01

件 10.2 ％減

件 7.2 ％減

件 1.4 ％減

件 3.5 ％増

件 5.8 ％減

（注）雇用保険受給資格決定件数は速報値であり、修正があり得る。

減少

か月連続の 減少

前月に比べて

前年同月比

前年同月比

雇 用 保 険 受 給 資 格 決 定 件 数

雇 用 保 険 受 給 資 格 者 実 人 員

減少

10

2

前年同月比

前年同月比

か月連続の

か月連続の

か月連続の

減少

増加

う ち 事 業 主 都 合 離 職 者 数 422

         サービス業（他に分類されないもの）

（同17.1%増）

　　　   運輸業、郵便業（同14.1％増）

　　　   宿泊業、飲食サービス業（同11.8％増）

資 格 喪 失 者 数

1,937

7,308

9,825

9,905

ポイント上昇

   雇用保険被保険者

令和４年３月　有効求人倍率　1.45倍

　　　「県内の雇用情勢は、求人が求職を上回って推移し、持ち直している
　　　ものの、新型コロナウイルス感染症等が雇用に与える影響を引き続き
　　　注視していく必要がある。」

・ フ ル タ イ ム

・ パ ー ト タ イ ム

％増

11,497

7,658 3,297

5,447

％減

・ フ ル タ イ ム

・ パ ー ト タ イ ム前年同月比 前年同月比

か月連続の

前年同月比

　　　　　　県内の雇用情勢

全   国 前月に比べて ポイント上昇　　　

8,744①新規求職者数　 ①新規求人数　

前年同月比

※ﾊﾛｰﾜｰｸｲﾝﾀｰﾈｯﾄｻｰﾋﾞｽの機能拡充に伴い、令和３年９月以降の数
値には、ﾊﾛｰﾜｰｸに来所せず、ｵﾝﾗｲﾝ上で求職登録した求職者数や、
求職者がﾊﾛｰﾜｰｸｲﾝﾀｰﾈｯﾄｻｰﾋﾞｽの求人に直接応募した就職件数等
が含まれている。

 減少：情報通信業（同11.2％減）

2,317 人　　前年同月比

 ②主要産業別の増減 ②年齢別の状況（常用求職者）

資 格 取 得 者 数

19,155

前年同月比

か月連続の前年同月比

前年同月比

茨城県　　

 増加：製造業（前年同月比21.1％増）

2

10

2

番目）

か月ぶりの

2,414 人　　前年同月比

新規求人の動き 新規求職の動き 

茨城県の有効求人倍率全国順位 

雇用保険の取扱状況 

令和５年３月 新規中学校 及び 高等学校卒業者 
の就職に関する「申し合わせ」が決定しました︕ 

   

  

  

詳しくは、右のページをご確認ください。 
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新規中学校卒業者 新規高等学校卒業者

 A ： 受付開始

 B ： 求人提出企業への
　　　返戻開始

－   令和４年７月１日以降

  ① B の求人票返戻後
　　　学校への求人申込

－ 　令和４年７月１日以降
 （ハローワークにおける求人受付・確認後（※））

  企業による学校訪問 －
 ハローワークの確認を受けた求人票を学
 校に持参又は郵送する。　(訪問時に必ず
 学校と連絡調整を図ること。)

  企業による家庭訪問

  学校の推薦開始 令和５年１月１日以降
  令和４年９月５日以降
  （文書到達主義）

  企業の選考開始 令和５年１月１日以降

  令和４年９月１６日以降
  ９月３０日までは、１人１社の
　応募・推薦（紹介）可能
　
  １０月１日以降は１人２社までの
  応募・推薦（紹介）可能

　（ただし、就職面接会においては、
    ２社以上応募可能）

令和５年４月１日以降   卒業後

  茨城労働局では、新規学校卒業者の就職機会を確保するとともに、地域の状況等を踏まえた
就職支援・職業紹介が円滑に推進されるよう、関係者の連携体制を確立し、必要な事項の連
絡・検討・協議等を行うことを目的として、令和4年4月26日に「茨城県就職問題検討会議」を
開催しました。
  令和5年3月新規中学校及び高等学校卒業者の就職問題について協議した結果、早期選考など
行き過ぎた求人活動を戒め、更に正常な学校教育の維持と適正な職業紹介の円滑な推進を図る
ため、下記事項を厳守するよう関係者に周知徹底することを申し合わせました。

就業開始
（名目の如何を問わず）

（※）ハローワークの確認を受けた中卒・高卒用求人票によらない求人申込みに対しては、中学校・高等学校
は生徒の推薦を行いません。

詳しくは、ハローワークにお尋ねください。

全面禁止

①

ハローワーク
での求人申込

令和４年６月１日以降（中学校は受理開始）
（ハローワークで内容の確認（※））

②

学校推薦 ・
企業選考等

令和５年3月新規中学校及び高等学校卒業者の 
就職に関する「申し合わせ」が決定しました。 
～ハローワークでの求人申込みは6月1日から開始します︕～ 
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事業主の皆さまへ  

就職氷河期世代は、おおむね1993（平成５）年から2004（平成16）年の、雇用環境が厳しい時期に 
学校卒業迎えた世代を指しますが、この事業は、おおむね35歳以上55歳未満の方が対象となります。 

就職氷河期世代のインターン（職場実習・体験） 
受け入れにご協力ください  

LL040401開若01 
・都道府県労働局・ハローワーク 

インターン受け入れで期待できること  

●現在も不本意ながら不安定な仕事に就いているなど、さまざまな課題に直面して 
 いる就職氷河期世代の方に向けて、就労体験を通じて業種・職種への理解を深めて 
 もらうための、職場実習・体験（以下「インターン」）を実施します。 

●受け入れの内容は、事業所の職員の方が実際に従事している業務の、一部または 
 全体を体験・見学できるようなものとします。 
 インターンの期間は２～７日、時間は１日３時間以上（事業所の所定労働時間内） 
 が目安です。 

就職氷河期世代を対象にしたインターンの受け入れにご協力をお願いします。 

ミスマッチの防止・人材の見極めができます  
 ・インターンを受け入れると、職場への理解に積極的な「やる気度・本気度の高い 
  方」の応募に繋がる可能性があります。 

 ・インターン後の応募であれば、応募者本人が職場への適性を判断しているので、 
  入社後のミスマッチや早期離職の防止が期待できます。 

インターン受け入れを実施した事業所の声  
 「体験者を紹介していただいたことで、外部目線による刺激により、社員の教育や 
 モチベーションの向上にも繋がった。」 

 「体験に来られた方が好印象であったので、体験後は是非こちらに就職していただき 
 たいと感じた。」 

 「入社後の早期離職を防ぐに当たり、向き不向きを理解いただくためにも体験実習は 
 有効と感じた。」 

※この事業は、就職氷河期世代の方に、安定就労に向けて就労体験を積んでもらうものです。 
 インターン終了後に受け入れ先の事業所に雇用義務が生じるものではありません。 
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｢ひとり親｣の就労をご支援ください 
助成金制度のご紹介 

 国と地方公共団体は、平成25年３月１日施行「母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法」に基
づき、企業に対して、優先的にひとり親を雇い入れるなどの協力を要請しています。また、平成27年12月には政府として
「ひとり親家庭・多子世帯等自立応援プロジェクト」をまとめました。 

ひとり親の優先的な雇用にご配慮いただき、最寄りのハローワークに求人情報の提供をお願いします。 

●就業促進を通じて、ひとり親家庭を経済的に支え、子どもの成長を育み、社会に貢献できます。 
●ひとり親を雇用する事業主は、下記の助成金を活用できる場合があります。 

 助成金の対象となる「ひとり親」は、母子家庭の母等と、児童扶養手当を受給している父子家庭の
父です。詳しくは、最寄りのハローワーク※１または都道府県労働局※２にお問い合わせください。 
■特定求職者雇用開発助成金（特定就職困難者コース） 
 ハローワークなどの紹介で、ひとり親を継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に、賃金の一部に 
 相当する額を助成します。 

  短時間労働者とは、1 週間の所定労働時間が20 時間以上30 時間未満の労働者を言います。 

■トライアル雇用助成金 
 ハローワークなどの紹介で、ひとり親を一定期間（原則３か月）試行雇用する事業主に、対象者１人当たり 
 月額最大５万円（最長３か月間）の助成金を支給します。 

■キャリアアップ助成金の加算 
 正社員化コースを実施する際に、対象労働者がひとり親の場合に助成金が加算されます。 
「特定求職者雇用開発助成金」と「トライアル雇用助成金」は併用できます。 

ひとり親を雇用する事業主が活用できる助成金（令和４年度） 

ひとり親の雇用促進にご協力ください  

 母子家庭の母等や父子家庭の父（ひとり親）は、子育てと生計の維持を一人で担うため、就職をしよ
うとした時に、労働条件での制約を受けたり、困難を伴うことが少なくありません。 
 事業主の皆さまには、助成金制度を活用し、ひとり親就労についてご支援いただきますようお願いい
たします。 

中小企業 中小企業以外 
短時間労働者以外 60万円 50万円 

短時間労働者 40万円 30万円 

支援するメリット  

都道府県労働局・ハローワーク 

事業主の 
皆さまへ 

※１ 全国のハローワーク一覧（求人情報、助成金） 
  https://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html 
  
※２ 都道府県労働局一覧（助成金） 
 https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/ 

１ ２ 
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 「刑務所出所者等専用求人」は、刑務所出所者や少年院出院者などを対象にした
専用の求人で、以下の特徴があります。 
 

☆ 一般の求職者には非公開 
  一般の求人は、ハローワークの求人情報提供端末で検索できたり、希望すればイ 
 ンターネット上で公開できたりしますが、刑務所出所者等専用求人は一般には非公 
 開となり、ハローワークの職員のみ検索することができます。 
 

☆ 雇用を希望する特定の矯正施設を指定することが可能 （複数指定可） 
  矯正施設の所在地、実施する職業訓練、入所している受刑者等の特性などに応じ 
 て雇用を希望する矯正施設を指定できます。（「受刑者等専用求人」） 
  指定した矯正施設には、ハローワークを通して求人情報が提供されます。指定す 
 る矯正施設については、コレワーク(※)にご相談ください。 

刑 務 所 出 所 者 や 少 年 院 出 院 者 な ど の雇 用 を 
希 望 さ れ る 事 業 主 の 皆 さ ま へ 

 「刑務所出所者等専用求人」 とは？ 

刑 務 所 出 所 者 等 専 用 求 人 の ご 案 内 
 刑務所出所者や少年院出院者の雇用を希望される場合は、「刑務所出所者

等専用求人」をご活用ください。 

 「刑務所出所者等専用求人」 の申込手続は？ 
 「刑務所出所者等専用求人」の申込は一般の求人と同様に、最寄りのハローワーク

にお越しいただき手続をお願いします。 

事 業 所 登 録 

求人申込書に記入 

窓口相談 ・ 求人申込み 

※ ご不明な点は、最寄りのハローワーク又はコレワークまでお問い合わせください。 

初めてハローワークを利用する場合は事業所登
録が必要です。 

○条件の設定等をご相談ください。 
○雇用を希望する矯正施設を指定できます。 
○トライアル雇用制度の活用を希望される場 
 合は窓口でご相談ください。 

○矯正施設を指定した場合、ハローワークから矯正施設に求人情報・求人票を 
 提供します。 
○ハローワークや矯正施設から刑務所出所者等に求人票を提供し、刑務所出所 
 者等の希望に応じてハローワークから紹介の連絡を行います。 

※コレワークは、受刑者等の採用に関する法務省の相談機関で、全国の受刑者等の職歴、資格、帰住 
 予定地等の情報を一括管理しており、雇用条件に適合する者がいる矯正施設の情報が提供されます。 
 （お問い合わせ先：０１２０－２９－５０８９（発信地域を担当するコレワークにつながります。）） 

厚生労働省 ・ 都道府県労働局 ・ ハローワーク 



茨城県雇用関係主要指標

　　　３．▲印は減少を示す。
　　　４．求人倍率と全国完全失業者については月平均。
　　　５．令和3年12月以前の季調値は令和4年1月分公表時に新季節指数により改訂されている。

8,7371,98434,969

162 2.3▲ 3.2 ▲ 5.4 ▲ 3.4 ▲ 2.6 ▲ 6.5

2,224 9,18436,39812,870

▲ 8.3

1,955 46,363
11,0593,12014,325 2  年  4  月

元年度月平均 2.23 2.35 1.59 1.56

2年度月平均 16,389 3,328

求人全数 求職全数

8,191 2,282

項  目
新規求人数 新規求職申込件数 月間有効（月平均）

受 給 者

高年齢者 （基本手当分）

就職件数
全   数

雇用保険

全数 　うち 　うち 全数 実 人 員

　2次産業 　3次産業 　若年者
　うち年・月 　うち

30年度月平均 19,672 4,302 15,171 8,855 2,756 1,809 55,994 34,566 2,929 7,001

47,3541,3231,6855,99811,177
48,0701,5202,0786,894

3,344
9,2312,09737,45813,177

46,780
38,296

14,722　　     　12
2,93216,245　　　     11

10,2022,39738,846
　　　      9

16,108

2,4118,60615,3673,479
10,9262,34945,665

19,066　　　     10
1,7742,3848,15312,2263,727
2,131

16,232
2,99715,190　　　      8 10,9731,91937,66544,4221,53212,022

36,89344,2451,9028,453
2,2047,413

12,6623,266
9,48812,2733,182

10,9982,267
15,729　　        6

　　　      7
10,1832,3202,114

2,439
2,661 35,97142,687

2,984 8,0901,68434,26042,3102,0641,97714,935　　　      5
7,0632,44935,42346,3462,7892,329

7,45811,789
9,557

13,549 8,468 2,192
1,84334,1482,332

49,182
8,199
7,73635,034 2,140

  3  年  1  月 19,335 3,566 15,634 8,005 1,865 48,362
2,069

　　      　3 17,664 3,948 13,506 9,795 2,696
　　      　2 17,115 3,389

27,388 23,458 110,212

2,375 50,936

項   目 求人倍率（季調値）（倍） 前年同月比増減率（％）
全         国
完全失業者

　3　年 4　月 18,475 4,065 14,203 2,810

受給者実人員

全国 茨城 全国　

3,240 7,87437,817
11,428

新規　 有効 新規求人

12,870 2,282

茨城

新規求職 就職件数

全国 茨城

実数
（万人）

失業率
（季調値)
          ％年・月

茨城 全国 茨城 全国 茨城 全国

6.3 3.8
▲ 0.9 166 2.4

 2  年  4  月 1.97 1.87 1.39 1.31 ▲ 22.9 ▲ 31.9 ▲ 14.0 ▲ 10.2 ▲ 23.1 ▲ 26.9 9.2
▲ 32.1 ▲ 19.0 ▲ 14.5 2.8　　　      5 2.17 1.95 1.39 1.18 ▲ 20.9 ▲ 42.0 ▲ 40.7 11.2 3.0 199

　　        6 1.72 1.73 1.30 1.12 ▲ 11.8 ▲ 18.3 17.9 16.5 ▲ 20.8 ▲ 20.2 41.7 196 2.8

1.0 190 2.6

　　　      7 1.83 1.73 1.26 1.08 2.9▲ 16.6 ▲ 28.6 ▲ 1.4 ▲ 1.8 ▲ 18.1 ▲ 20.9
25.8

　　　      8 1.95 1.85 1.20 1.05 ▲ 23.0 ▲ 27.8 ▲ 5.3 ▲ 2.6 ▲ 19.9 ▲ 17.2 43.5
44.0

　　　      9 2.05 1.93 1.20 1.04 ▲ 11.8 ▲ 17.3 ▲ 2.4 ▲ 2.5 ▲ 13.5 ▲ 16.2 45.7 35.8 211 3.0
33.2 207 3.0
27.6 198

　　　     10 2.02 1.80 1.21 1.05 ▲ 10.7 ▲ 23.2 ▲ 0.5 2.8 ▲ 17.1 ▲ 15.0 35.0 32.2 217 3.1
　　　     11 2.07 1.99 1.21 1.05 196 2.9▲ 16.1 ▲ 21.4 ▲ 2.9 ▲ 4.9 ▲ 18.4 ▲ 14.6
　　     　12 2.00 2.02 1.22 1.06 ▲ 15.0 ▲ 18.6 ▲ 3.9 ▲ 4.0 ▲ 11.4 ▲ 12.6 12.9

21.4

  3  年  1  月 2.15 1.99 1.27 1.08 ▲ 4.3 ▲ 11.6 ▲ 12.0 ▲ 9.8 ▲ 6.9 ▲ 9.8 2.6 16.9 199 3.0
21.8 195 3.0
27.4

6.6　　      　2 2.07 1.93 1.30 1.09 ▲ 14.7 195 2.9▲ 14.6 ▲ 7.8 1.7 ▲ 11.7 ▲ 5.2
　　      　3 2.08 1.97 1.32 1.10 2.71.5 ▲ 0.7 6.4 10.8 ▲ 16.6 1.4

22.0

（注）１．学卒・日雇を除き、パートタイムを含む。　　 2,392
　　　２．新規求職申込件数の「うち若年者」とは34歳以下の者、「うち高年齢者」とは60歳以上の者で、パートを含む常用。

5.3 23.1 189

199 2.9
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30年度月平均 2.22 2.42 1.62 1.62 0.7 0.9 ▲ 3.1 ▲ 4.4 ▲ 6.5 ▲ 6.2 ▲ 3.8

元年度月平均 19,036 3,870 14,993 8,550 2,505 1,926 54,463 34,386 2,741 7,444

2年度月平均 2.00 1.89 1.27 1.10 23.4 22.5 198 2.9▲ 13.9 ▲ 20.8 ▲ 4.2 ▲ 1.8 ▲ 17.6 ▲ 16.8

3,710 49,334 40,137 2,637 7,665
　　　      5 14,290 3,236 10,887 8,018 2,227 2,153 46,697 39,586 2,204 8,099
　　      　6 18,973 4,124 14,633 8,210 2,329 1,922 49,273 38,695 2,460 9,025
　　　      7 18,000 3,995 13,801 7,540 2,135 1,796 48,826 36,721 2,219 9,349
　　　      8 15,580 3,538 11,870 7,602 2,266 1,709 49,744 36,341 1,864 9,415
　　　      9 17,417 4,038 13,194 7,653 2,237 1,878 49,157 36,337 2,103 9,067
　　　     10 20,311 4,820 15,222 8,474 2,435 2,008 51,223 37,634 2,131 8,580
　　　     11 18,250 3,884 14,144 7,308 2,069 1,737 53,811 37,675 2,142 8,700
　　　     12 17,216 4,135 12,919 5,727 1,525 1,413 53,206 35,648 2,107 8,174

  4  年  1  月 21,788 4,545 16,999 8,424 2,272 2,058 55,222 35,708 1,795 7,820
　　      　2 17,882 3,862 13,817 7,969 2,124 1,955 55,213 36,226 2,075 7,426
　　      　3 19,155 4,346 14,626 8,744 2,414 2,317 56,196 38,109 2,965 7,308

 3  年  4  月 2.15 1.90 1.31 1.09 29.0 15.2 19.6 14.5 7.7 15.9 8.5 23.6 211 2.8
　　　      5 1.97 2.15 1.33 1.10 ▲ 4.3 7.7 7.5 ▲ 0.8 30.9 29.1 0.1 8.4 213 2.9
　　      　6 2.38 2.10 1.39 1.13 20.6 5.4 ▲ 13.5 ▲ 14.1 6.0 7.8 ▲ 11.4 ▲ 1.8 207 2.9
　　　      7 2.24 2.03 1.40 1.14 11.7 8.3 ▲ 10.8 ▲ 7.7 ▲ 2.1 ▲ 5.3 ▲ 15.0 ▲ 9.0 193 2.8
　　　      8 2.00 2.00 1.39 1.15 2.6 10.0 2.5 3.9 ▲ 2.9 ▲ 1.8 ▲ 14.2 ▲ 11.6 194 2.8
　　　      9 2.33 2.05 1.37 1.15 7.3 6.6 ▲ 6.1 ▲ 0.1 ▲ 10.5 ▲ 1.4 ▲ 17.0 ▲ 16.0 194 2.8
　　　     10 2.18 2.03 1.36 1.16 6.5 8.7 ▲ 1.5 ▲ 3.6 ▲ 11.1 ▲ 6.9 ▲ 15.9 ▲ 18.1 184 2.7
　　　     11 2.24 2.08 1.36 1.17 12.3 12.3 6.0 10.0 2.1 2.3 ▲ 5.8 ▲ 13.2 183 2.8
　　　     12 2.45 2.19 1.34 1.17 16.9 12.2 ▲ 4.5 2.8 6.2 ▲ 0.9 ▲ 6.4 ▲ 13.0 173 2.7

  4  年  1  月 2.29 2.16 1.38 1.20 12.7 14.6 5.2 6.0 ▲ 2.6 1.7 ▲ 4.6 ▲ 11.6 185 2.8
　　      　2 2.26 2.21 1.42 1.21 4.5 9.5 ▲ 5.9 ▲ 3.9 ▲ 3.0 ▲ 3.3 ▲ 4.0 ▲ 13.9 180 2.7
　　      　3 2.49 2.16 1.45 1.22 8.4 7.5 ▲ 10.7 ▲ 3.8 ▲ 8.5 ▲ 9.1 ▲ 7.2 ▲ 15.2 180 2.6

    　６．ハローワークインターネットサービスの機能拡充に伴い、令和3年9月以降の数値には、ハローワークに来所せず、オンライン
　　　　  上で求職登録した求職者数や、求職者がハローワークインターネットサービスの求人に直接応募した就職件数等が含まれて
           いる。


